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日中は汗ばむくらいの初夏の陽気が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょう

か。農業者の皆様は、田植えも終わりひと段落しているでしょうか。私も先日、

約 20 年ぶりに田植えを体験させていただきました。慣れない作業で泥だらけ

になりながら行い、とても大変でしたが、自分の植えた苗がこれからどのように

成長していくのか想像すると、収穫の時期がとても楽しみになりました。これか

ら暑い日が続きますので、体調管理に気をつけて頑張りましょう。 

（担当 T.S） 
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【１．平成 30 年度農林水産課重点事業の概要】 

平成30年度の農林水産課の一般会計当初予算総額は14億8,126万６千円に

なりました。総合計画に基づき、「夢があり、儲かる農業で豊かなまち」「１００

年続く森林（もり）を造り、活かすまち」「恵み豊かな水産をいかすまち」の実

現に向けて予算を計上しています。 

↓以下、酒田市 HP へのリンク 

重点事業の概要【PR 版】を掲載しています。 

http://www.city.sakata.lg.jp/sangyo/ringyo/oshirase/norin05ringyoup

r.html 

-------------------------------------------------------- 

【２．「食の都庄内」サポーターの募集について】 

山形県庄内総合支庁では、「食の都庄内」サポーターを募集しています。 

「食の都庄内」サポーターには、庄内の食の魅力や価値をそれぞれの立場で、

SNS や口コミなどで発信していただきます。 

「食の都庄内」サポーターとして活動することを希望し、申し込み頂ける方は、 

下記ＵＲＬの申し込みフォームに入力をお願いします！ 

http://syokunomiyakoshounai.com/supporter_recruit/ 

http://www.city.sakata.lg.jp/sangyo/ringyo/oshirase/norin05ringyoupr.html
http://www.city.sakata.lg.jp/sangyo/ringyo/oshirase/norin05ringyoupr.html
http://syokunomiyakoshounai.com/supporter_recruit/


-------------------------------------------------------- 

【３．平成 30 年経営所得安定対策等交付金の申請について】 

～経営所得安定対策とは～ 

経営所得安定対策では、担い手農家の経営の安定に資するよう、諸外国との生産

条件の格差から生ずる不利を補正する交付金（ゲタ対策）と農業者の拠出を前提

とした農業経営のセーフティネット対策（ナラシ対策）を実施しております。 

また、食料自給率・食料自給力の維持向上を図るため、飼料用米、麦、大豆など

戦略作物の本作化を進め、水田のフル活用を図る水田活用の直接支払交付金を

実施しています。 

経営所得安定対策に加入することで、各種交付金を受けることができます。 

６月は申請書の提出月になります。忘れずに各方針作成者（JA 等）まで提出す

るようにお願いします。 

-------------------------------------------------------- 

【４．有害植物による食中毒防止の徹底について】 

毎年、春先から初夏にかけて、有毒植物を食用の植物と誤って喫食したことによ

る食中毒が多く発生しており、平成３０年に入ってからも現時点で既に死者も

でています。原因として、有害植物が自宅の庭の近くに自生していたり、知人か

ら譲り受けたりすることがあげられます。 

食用と確実に判断できない植物は、絶対に「採らない」、「食べない」、「売らない」、

「人にあげない」ようにしましょう！ 

↓農林水産省ホームページ↓ 

知らない野草、山菜は採らない、食べない！ 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/rinsanbutsu/natural_toxins.h

tml 

-------------------------------------------------------- 

【５．平成 30 年産米等の作付動向について】 

農林水産省より「平成 30 年産米等の作付動向について（第 2 回中間的取組状

況）」が公表されました。 

以下 URL よりご覧ください。 

http://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/s_taisaku/180530.ht

ml 

-------------------------------------------------------- 

【６．いか釣り船団出港式について】 

今年は 6 月 6 日（水）に開催します。皆さん、どうぞ出港式においでいただき、

船団をお見送りください。 

以下 URL よりご覧ください。 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/rinsanbutsu/natural_toxins.html
http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/rinsanbutsu/natural_toxins.html
http://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/s_taisaku/180530.html
http://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/s_taisaku/180530.html


http://www.city.sakata.lg.jp/sangyo/suisangyo/shonaisansuisanbutsu

/ikatsurisendan.html 
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☆ 酒田市の農業に関するホームページ 

 http://www.city.sakata.lg.jp/sangyo/nogyo/index.html 

◇ メール内のリンク先へのアクセスに起因する通信料の増大や被害等に 

  ついては、発信者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。 

◇ メールマガジンへの配信登録、アドレス変更、配信停止はこちらの 

  メールに返信してください。 
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